
平成 27 年 1 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 豊 頃 町 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：一般社団法人地域生活支援推進協会 

委託内容：市民後見人養成研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 
  豊頃町市民後見人養成研修 
 
（研修対象者） 
  25歳以上の豊頃町民 
 
（研修カリキュラム） 
  座学 
 市民後見概論、成年後見制度、民法、任意後見制度 
 成年後見の事例、成年後見と家庭裁判所 
 対人援助の基礎、対象者理解、成年後見制度の実務 
 関係制度（生活保護、年金、介護保険等）各80分程度 
 

  実習 
   家庭裁判所見学、施設実習 
 
 
  講師 
   ・一般社団法人地域生活支援推進協会派遣講師 
   ・町職員及び社会福祉協議会職員 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 平成26年7月 受講生募集 

 平成26年9月 委託契約 

 平成26年10月 第1回 市民後見人養成研修実施 

  

 

備      考 

 

帯広市外６町で共同実施 

 


